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小鹿第一発電所(鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業)の公共施設等運営権設定時期の変更について 
令和６年１月１９日 
企業局経営企画課 

台風第７号の影響により小鹿第一発電所（三朝町）各取水支川における工作物の損壊等が発生し、ＰＦＩコン

セッション事業者（Ｍ＆Ｃ鳥取水力発電(株)、以下「Ｍ＆Ｃ」という。）から、再整備業務期間の完了日を令和

６年７月３１日まで延伸したい旨の協議書の提出があり、協議内容を精査したところ、Ｍ＆Ｃの責に帰すことが

できない事由により生じたものと認め、令和２年６月に議決した公共施設等運営権の設定内容の一部を変更する

ことについて、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第19条第４項の規定に基づ

き、令和６年２月議会に附議予定でありますので、その概要を報告します。 

１ 運営権設定変更 

（１）対象施設  小鹿第一発電所 

（２）設定変更の内容（運営権の存続期間） 

 変更前 変更後 

運営権の存続期間の開始日 令和 ６年 ２月 １日 令和 ６年 ８月 １日 

運営権の存続期間の満了日 令和２６年 １月３１日 令和２６年 ７月３１日 

（３）変更手続 

令和６年２月議会に附議予定（議決により変更） 

（理由） 

小鹿第一発電所への往来で通行する県道も台風による被災で不通となったこと、また、各取水支川への

巡視路も損害を受けたことにより、施設の詳細な被害状況の調査が難航するなど、運営開始までの再整備

業務に不測の日数を要したため、Ｍ＆Ｃから県へ再整備業務期間（運営開始日の変更）の協議があった。 

２ 運営開始日の変更に係る経過 
鳥取県営水力発電所再整備・運営等事業基本契約書に基づき、以下のとおり手続きを行った。 
令和５年 ９月２５日 台風第７号による不可抗力通知を受理 （Ｍ＆Ｃ→県） 

１２月２１日 再整備業務期間の変更に関する協議開始の申出 （Ｍ＆Ｃ→県） 
２２日 再整備業務期間の変更に関する協議開始の回答 （県→Ｍ＆Ｃ） 

令和６年 １月１０日 再整備業務期間（運営開始日の変更）に関する協議 （Ｍ＆Ｃ→県） 
１月１１日 再整備業務期間（運営開始日の変更）に関する協議への回答（提案日程に同意） 

（県→Ｍ＆Ｃ） 
事業者から提出のあった工程表（見直し後：抜粋)（令和６年１月１０日） 

３ その他 

（１）企業局への影響 

小鹿第一発電所に係るＭ＆Ｃから本県への運営権対価分割金（合計約１２億円）については、受領時期は

ずれ込むが、総額に変更はない。 

（２）本事業における他発電所の運営権設定時期 

  ア 舂米発電所（令和２年９月1日に運営権を設定） 

  イ 小鹿第二発電所（令和５年９月1日に運営権を設定） 

  ウ 日野川第一発電所（令和６年１２月1日に運営権を設定予定） 
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